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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　経皮刺激電極を備えて、腹部または背部に経皮刺激を与える経皮刺激電極パッド部（２
２０）と、
　面状発熱体を備えて、腹部に温熱刺激を与える面状発熱体部（２５０）と、
　温度センサーを備え、前記面状発熱体部に前記温度センサーを装着して前記面状発熱体
部の温度を検出する温度検出部（２９０）と、
　前記経皮刺激電極パッド部及び前記面状発熱体部の駆動を制御し、前記温度検出部で検
出された温度が既設定された面状発熱体部の設定温度より大きい場合、前記面状発熱体部
の駆動を終了させるように制御する演算処理部（１３０）とを備える携帯用生理痛緩和器
において、
　中央部に前記面状発熱体部が位置され、前記面状発熱体部の左右両側に前記経皮刺激電
極パッド部を駆動させる経皮電極回路部（２６０）を備える回路基板部（２４０）と、
　前記回路基板部の上に位置して、前記回路基板部を覆う上部カバーで、前記回路基板部
の前記経皮電極回路部の上の対応する位置には前記経皮刺激電極パッド部が装着されるた
めの孔である経皮刺激電極パッド装着部（２３２）が形成されている回路ハウジング上部
カバー部（２３０）と、
　前記回路基板部の下に位置して、前記回路基板部を支える下部カバーで、前記回路基板
部を挟持して前記回路ハウジング上部カバー部と結合される回路ハウジング下部カバー部
（２７０）と、
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　前記回路ハウジング上部カバー部の上面に位置し、前記経皮刺激電極パッド装着部に装
着された前記経皮刺激電極パッド部の上に位置され、導電性ゲルからなるパッチ型パッド
で、肌と直接接触される接着パッド部（２１０）とを備える生理痛緩和部（２００）を含
むことを特徴とする携帯用生理痛緩和器。
【請求項２】
　前記生理痛緩和部に電源を供給する電源部（１１０）を備え、前記電源部は充電可能な
バッテリー部を含むことを特徴とする請求項１に記載の携帯用生理痛緩和器。
【請求項３】
　前記電源部は常用電源やノート・パンコンやコンピューターにＵＳＢを連結して充電す
ることを特徴とする請求項２に記載の携帯用生理痛緩和器。
【請求項４】
　前記電源部の前記バッテリーは携帯電話用バッテリーで、携帯電話バッテリーの充電器
でバッテリーの充電が可能であることを特徴とする請求項２に記載の携帯用生理痛緩和器
。
【請求項５】
　前記経皮刺激電極パッド部は、腹部において、恥骨（上部）部位の左右の前外側部と上
前腸骨棘（上部）の左右をカバーするように位置されることを特徴とする請求項１に記載
の携帯用生理痛緩和器。
【請求項６】
　経皮刺激電極パッド部は、背部において、大腿部の内側に位置した脊髓部位（Ｌ３）と
会陰部に位置した脊髓部位（Ｓ２）レベルの両側方脊柱部分を含む背部領域の左右をカバ
ーするように位置されることを特徴とする請求項１に記載の携帯用生理痛緩和器。
【請求項７】
　面状発熱体部は関元穴と石門穴を含む腹部部位に位置されることを特徴とする請求項１
に記載の携帯用生理痛緩和器。
【請求項８】
　腹部または背部に経皮刺激を与える経皮刺激電極パッド部（２２０）と、腹部に温熱刺
激を与える面状発熱体部（２５０）とを備える携帯用生理痛緩和器において、
　中央部に前記面状発熱体部が位置され、前記面状発熱体部の左右両側に前記経皮刺激電
極パッド部を駆動させる経皮電極回路部（２６０）を備える回路基板部（２４０）と、
　前記回路基板部の上に位置して、前記回路基板部を覆う上部カバーで、前記回路基板部
の前記経皮電極回路部の上の対応する位置には前記経皮刺激電極パッド部が装着されるた
めの孔である経皮刺激電極パッド装着部（２３２）が形成されている回路ハウジング上部
カバー部（２３０）と、
　前記回路基板部の下に位置して、前記回路基板部を支える下部カバーで、前記回路基板
部を挟持して前記回路ハウジング上部カバー部と結合される回路ハウジング下部カバー部
（２７０）と、
　前記回路ハウジング上部カバー部の上面に位置し、前記経皮刺激電極パッド装着部に装
着された前記経皮刺激電極パッド部の上に位置され、導電性ゲルからなるパッチ型パッド
で、肌と直接接触される接着パッド部（２１０）とを備える生理痛緩和部（２００）を含
むことを特徴とする携帯用生理痛緩和器。
【請求項９】
　前記回路ハウジング上部カバー部の中央部であり、前記回路基板部の面状発熱体の上部
には肌と接触して熱を伝達する面状発熱体接触部（２３６）が備えられることを特徴とす
る請求項８に記載の携帯用生理痛緩和器。
【請求項１０】
　前記接着パッド部は接着性を有するヒドロゲルからなることを特徴とする請求項８に記
載の携帯用生理痛緩和器。
【請求項１１】
　前記経皮刺激電極パッド部は伝導性ゴムまたは炭素電極からなることを特徴とする請求
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項８に記載の携帯用生理痛緩和器。
【請求項１２】
　前記回路ハウジング上部カバー部と前記回路ハウジング下部カバー部はシリコーンから
なることを特徴とする請求項８に記載の携帯用生理痛緩和器。
【請求項１３】
　前記回路ハウジング上部カバー部の上面で前記接着パッド部が装着される接着パッド装
着部（２３４）の枠は段差を備えて、接着パッド部が推されることを防止することを特徴
とする請求項８に記載の携帯用生理痛緩和器。
【請求項１４】
　前記経皮電極回路部は導電性インクで印刷されており、前記経皮刺激電極パッド部の下
端面と接触して前記経皮刺激電極パッド部が導電されて、経皮神経電気刺激を提供するよ
うになることを特徴とする請求項８に記載の携帯用生理痛緩和器。
【請求項１５】
　前記回路基板部の中央部の一側に前記経皮刺激電極パッド部及び前記面状発熱体部の信
号線を生理痛緩和器本体と連結するためのハーネス結合部（２６５）を備えることを特徴
とする請求項８に記載の携帯用生理痛緩和器。
【請求項１６】
　前記生理痛緩和部が装着される腹帯部（３００）を備えることを特徴とする請求項１ま
たは８に記載の携帯用生理痛緩和器。
【請求項１７】
　前記腹帯部は前記生理痛緩和部の左右両側端が挿入されて固定されるポケットを備え、
前記ポケットの間の中央部に下、上方向は塞がれ、左右は開いている掛け金が位置されて
、前記掛け金に前記生理痛緩和部が掛けられて固定されることを特徴とする請求項１６に
記載の携帯用生理痛緩和器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は経皮神経電気刺激（Transcutaneous electrical nerve stimulation＝ＴＥＮ
Ｓ）及び温熱刺激による携帯用生理痛緩和器に関し、特に、着脱が可能な刺激電極パッド
によって腹部及び背部に経皮神経電気刺激を与え、上記刺激電極パッドに内装された面状
発熱体によって腹部に温熱刺激を与えて生理痛を緩和し、上記刺激電極パッドはパッチタ
イプで、生理痛痛症部位のどこにも着脱が可能に形成される携帯用生理痛緩和器に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、生理痛とは、月経の時、下腹部、子宮などに発生する痛症を言う。このような
生理痛は閉経期になる前の大部分の女性が経験する痛症で、生理痛をひどく感じる女性は
耐えられない苦痛で、日常生活が困難である場合もある。生理痛がある場合、大部分の女
性はそのまま苦痛を堪えるか、鎮痛剤を飲んで生理痛の痛症を解決する。しかし、鎮痛剤
による痛症の抑制は根本的な生理痛の緩和に役に立たず、鎮痛剤などの薬剤による副作用
がある場合もある。また生理痛緩和のための既存の温熱湿布などは携帯が不便で、場所と
時間に諸制限がある。生理痛は職場女性の業務を邪魔し、女子学生の学業を邪魔し、生活
の制約を起こして、女性の社会進出に大きな被害を与える。
【０００３】
　東洋医学である漢方で生理痛は、痛経または経行腹痛と言い、この原因を下腹部が冷え
て、気血と血液循環問題による溢血があり、体質が弱くて気運が不足したり、手術などに
よる血の不足などにあるとしている。
【０００４】
　そこで、漢方では、腹部筋肉をマッサージをして痛症を緩和させたり、下腹部の関元穴
、石門穴を灸や鍼などで刺激して生理痛を緩和させている。
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【０００５】
　図１は関元穴と石門穴を説明するための説明図で、関元穴は臍の下３寸にあり、石門穴
は臍の下２寸に位置する。関元穴は、通常丹田ともいい、体が疲れて、だるい時灸を据え
れば良く、男女生殖器と連結されるつぼであるため、男性の元気不足や精力増強に係り、
女性の子宮病や生理不順、白帯下症に係り、ここを刺激すれば效果的である。石門穴は、
お腹が痛くて、硬く、大便不通、月経不順、帯下病があったり、産後に悪露が止まないな
どの病気の場合刺激すれば效果的である。
【０００６】
　経皮神経電気刺激（Transcutaneous electrical nerve stimulation＝ＴＥＮＳ）とは
、電流を利用して肌の末梢感覚神経を刺激することで、傷の周囲や痛症部分を手で擦った
り揉んで痛症を抑制するように、痛症部位の周囲に機械的刺激によって痛症を緩和するこ
とができる。経皮神経電気刺激は薬物治療をしないで生理痛を鎮めるのに使われたりする
。生理痛の緩和のために、主に非ステロイド性抗炎症薬と経口避妊薬を使用するが、これ
は緩和の程度が不十分であり、副作用を起こす。経皮神経電気刺激は、使用者によって調
節されるという長所があり、薬物を使わない。また経皮神経電気刺激は、経済的で危険が
ほとんどなく、禁忌がほとんどないという長所がある。一般に低周波数、低強度の電流を
使用する。
【０００７】
　生理痛の場合、主に恥骨上部領域に放散する疼痛及び背部（背中）に放散する疼痛をい
い、経皮神経電気刺激を通じて緩和することができる。
【０００８】
　このように、経皮神経電気刺激は生理痛緩和に使用されるが、経皮神経電気刺激のため
の標準装置は日常生活で使用するには非常に大きく、且つ重くて室外活動をしたり、職場
、学校などで使用することが困難である。特許文献１～４参照。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】韓国出願公開第１０－１９９３－００１９２３３号公報
【特許文献２】韓国出願公開第１０－２００４－００８５４４０号公報
【特許文献３】韓国登録実用新案第２０－０２９９４５８号公報
【特許文献４】韓国出願公開第１０－２００７－００５８３８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　そこで、薬物療法を使わないで、室外活動の時に携帯可能で、経済的で、且つ温熱刺激
とともに経皮神経電気刺激を提供して生理痛を緩和できる携帯用生理痛緩和器が要望され
る。
【００１１】
　従って、本発明は下腹部の温熱刺激と経皮神経電気刺激及び背部の経皮神経電気刺激を
通じて生理痛を緩和する携帯用生理痛緩和器を提供する。
【００１２】
　本発明が解決しようとする課題は、着脱可能な刺激電極パッドによって腹部及び背部に
経皮神経電気刺激を与え、上記刺激電極パッドに内装された面状発熱体によって腹部に温
熱刺激を与えて生理痛を緩和し、上記面状発熱体に温度センサーを装着して面状発熱体温
度が設定温度以上になると終了するようにして、安全性をより向上させた携帯用生理痛緩
和器を提供することにある。
【００１３】
　本発明が解決しようとする課題は、着脱可能な刺激電極パッドによって腹部及び背部に
経皮神経電気刺激（Transcutaneous electrical nerve stimulation＝ＴＥＮＳ）を提供
して生理痛を緩和する携帯用複合刺激器を提供することにある。
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【００１４】
　本発明が解決しようとするまた他の課題は、面状発熱体によって関元穴、石門穴に温熱
刺激を提供して生理痛を緩和する携帯用生理痛緩和器を提供することにある。
【００１５】
　本発明が解決しようとするまた他の課題は、省エネルギー及び環境のために、２次電池
を利用して、使い捨て電池ではなく充電式であり、一般の携帯電話の充電器及びＵＳＢ充
電器、自動車シガージャックなどによる充電が可能な携帯用生理痛緩和器を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上述した目的を果たすための本発明の一実施形態によれば、経皮刺激電極を備えて、腹
部または背部に経皮刺激を与える経皮刺激電極パッド部と、面状発熱体を備えて、腹部に
温熱刺激を与える面状発熱体部と、温度センサーを備え、面状発熱体部に温度センサーを
装着して面状発熱体部の温度を検出する温度検出部と、経皮刺激電極パッド部及び面状発
熱体部の駆動を制御し、温度検出部で検出された温度が既設定された面状発熱体部の設定
温度より大きい場合、面状発熱体部の駆動を終了させるように制御する演算処理部とを含
む。
【００１７】
　上記目的を達するための本発明の他の一実施形態によれば、恥骨部位の痛症を有する生
理痛を緩和させる携帯用生理痛緩和器において、経皮刺激電極を備えて、腹部または背部
に経皮刺激を与える経皮刺激電極パッド部と、面状発熱体を備えて、腹部に温熱刺激を与
える面状発熱体部とを備える生理痛緩和部と、電源部を備えて、生理痛緩和部に電源を供
給し、経皮刺激電極パッド部を制御する経皮刺激電極制御信号及び面状発熱体部を制御す
る面状発熱体制御信号を生成する演算処理部を備える生理痛緩和器本体部とからなる。
【００１８】
　電源部は充電可能なバッテリー部を含む。
【００１９】
　電源部は常用電源やノート・パンコンやコンピューターにＵＳＢを連結して充電する。
【００２０】
　電源部のバッテリーは携帯電話用バッテリーで、携帯電話バッテリーの充電器でバッテ
リーの充電が可能である。
【００２１】
　生理痛緩和部は、温度センサーを備え、面状発熱体部に温度センサーを装着して、面状
発熱体部の温度を検出する温度検出部と、温度検出部の出力信号をディジタル信号に変換
するＡ／Ｄ変換部とをさらに備える。
【００２２】
　演算処理部は、温度検出部で検出された温度が既設定された面状発熱体部の設定温度よ
り大きい場合、面状発熱体部の駆動を終了させるように制御する。
【００２３】
　生理痛緩和器本体部は、生理痛緩和器の作動のオン／オフスィッチ、経皮刺激電極パッ
ド部の刺激強度を設定する刺激強度設定モード部、面状発熱体部の温度を設定する温度設
定モード部、経皮刺激電極パッド部と面状発熱体部の作動時間を設定する作動時間設定モ
ード部を備えるキー入力部と、演算処理部の出力信号を表示する表示部と、演算処理部の
出力信号をアナログ信号に変換するＤ／Ａ変換部とをさらに備える。
【００２４】
　演算処理部からＤ／Ａ変換部を通じて経皮刺激電極制御信号を受信して、経皮刺激電極
パッド部を駆動させる経皮刺激電極パッド駆動部と、演算処理部からＤ／Ａ変換部を通じ
て面状発熱体制御信号を受信して、面状発熱体部を駆動させる面状発熱体駆動部とを備え
る。
【００２５】
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　経皮刺激電極パッド駆動部で経皮刺激電極パッドを駆動させる駆動信号は周波数１００
～１２０Ｈｚ、双極性矩形波を利用する。
【００２６】
　温度検出部で検出された温度が既設定された面状発熱体部の設定温度より大きい場合、
ディスプレーしたり、ランプを点滅したり、振動部の振動を通じて知らせる。
【００２７】
　経皮刺激電極パッド部は、腹部において、恥骨（上部）部位の左右の前外側部と上前腸
骨棘（上部）の左右をカバーするように位置される。
【００２８】
　経皮刺激電極パッド部は、背部において、大腿部の内側に位置した脊髓部位と会陰部に
位置した脊髓部位レベルの両側方脊柱部分を含む背部領域の左右をカバーするように位置
される。
【００２９】
　面状発熱体部は関元穴と石門穴を含む腹部部位に位置される。
【００３０】
　上述した目的を達するための本発明のまた他の一実施形態によれば、腹部または背部に
経皮刺激を与える経皮刺激電極パッド部、腹部に温熱刺激を与える面状発熱体部を備える
携帯用生理痛緩和器において、中央部に面状発熱体部が位置され、面状発熱体部の左右両
側に経皮刺激電極パッド部を駆動させる経皮電極回路部を備える回路基板部と、回路基板
部の上に位置して、回路基板部を覆う上部カバーで、回路基板部の経皮電極回路部の上の
対応する位置には経皮刺激電極パッド部が装着されるための孔である経皮刺激電極パッド
装着部が形成されている回路ハウジング上部カバー部と、回路基板部の下に位置して、回
路基板部を支える下部カバーで、回路基板部を挟持して回路ハウジング上部カバー部と結
合される回路ハウジング下部カバー部と、回路ハウジング上部カバー部の上面に位置し、
経皮刺激電極パッド装着部に装着された経皮刺激電極パッド部の上に位置され、導電性ゼ
ルからなるパッチ型パッドで、肌と直接接触される接着パッド部とを備える生理痛緩和部
を含む。
【００３１】
　回路ハウジング上部カバー部の中央部であり、回路基板部の面状発熱体の上部には肌と
接触して熱を伝達する面状発熱体接触部が備えられる。
【００３２】
　接着パッド部は接着性を有するヒドロゲルからなる。
【００３３】
　経皮刺激電極パッド部は伝導性ゴムまたは炭素電極からなる。
【００３４】
　回路ハウジング上部カバー部と回路ハウジング下部カバー部はシリコーンからなる。
【００３５】
　回路ハウジング上部カバー部の上面で接着パッド部が装着される接着パッド装着部の枠
は段差を備えて、接着パッド部が推されることを防止する。
【００３６】
　経皮電極回路部は導電性インクで印刷されており、経皮刺激電極パッド部の下端面と接
触して経皮刺激電極パッド部が導電されて、経皮神経電気刺激を提供するようになる。
【００３７】
　回路基板部の中央部の一側に経皮刺激電極パッド部及び面状発熱体部の信号線を生理痛
緩和器本体と連結するためのハーネス結合部を備える。
【００３８】
　生理痛緩和部が装着される腹帯部をさらに備える。
【００３９】
　腹帯部は生理痛緩和部の左右両側端が挿入されて固定されるポケットを備え、ポケット
の間の中央部に下、上方向は塞がれ、左右は開いている掛け金が位置されて、掛け金に生



(7) JP 5497769 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

理痛緩和部が掛けられて固定される。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明による携帯用生理痛緩和器は、下腹部の関元穴、石門穴に面状発熱体による温熱
刺激を与えることによって生理痛を緩和する。
【００４１】
　また、本発明の携帯用生理痛緩和器は、面状発熱体による温熱刺激と同時に、または個
別的に腹部及び背部に経皮神経電気刺激を提供することによって腹部と背部の生理痛を緩
和する。
【００４２】
　本発明の携帯用生理痛緩和器は、一般の携帯電話の３．７Ｖのリチウムイオンバッテリ
ーを使って一般携帯電話の充電器で充電でき、ノート・パンコンやコンピューターにＵＳ
Ｂを連結して充電ができ、手軽く充電ができて別途の充電器を購入しなくても良いので経
済的である。
【００４３】
　本発明の携帯用生理痛緩和器を着用した後、腹帯などでこれを固定するので、生理痛緩
和器の着用が容易で、携帯が可能で、いつ、どこでも使用が可能である。そこで、生理痛
に苦しんでいる女性の生活の質を向上させて女性の社会生活を支援できて、人権向上及び
福祉増大に寄与できる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】関元穴と石門穴を説明するための説明図である。
【図２】本発明の好ましい一実施形態による携帯用生理痛緩和器の構成を説明するための
ブロック図である。
【図３】生理痛によって恥骨上部領域に放散する疼痛を緩和するための経皮神経電気刺激
の電極位置の一例を説明するための説明図である。
【図４】生理痛によって背部領域に放散する疼痛を緩和するための経皮神経電気刺激の電
極位置の一例を説明するための説明図である。
【図５】本発明の好ましい一実施形態による携帯用生理痛緩和器の生理痛緩和部を説明す
るための生理痛緩和部の分解斜視図である。
【図６】図５の携帯用生理痛緩和器の生理痛緩和部の使用状態説明図である。
【図７】本発明の好ましい一実施形態による生理痛緩和部が装着される前の腹帯部の後面
図である。
【図８】図７の腹帯部の後面に生理痛緩和部が装着されたことを説明するための説明図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　以下、本発明の一実施形態による携帯用生理痛緩和器の構成及び動作を添付図面に基づ
いて詳しく説明する。
【００４６】
　図２は本発明の好ましい一実施形態による携帯用生理痛緩和器の構成を説明するための
ブロック図で、生理痛緩和器本体部１００、生理痛緩和部２００を含む。
【００４７】
　生理痛緩和器本体部１００は、使用者によって生理痛緩和部２００を制御する信号及び
駆動信号を生成する手段で、電源部１１０、キー入力部１２０、演算処理部１３０、Ｄ／
Ａ変換部１４０、駆動部１５０、Ａ／Ｄ変換部１８０、表示部１９０を含む。
【００４８】
　電源部１１０は生理痛緩和器の電源供給手段で、長期間補助電源を使用するために、バ
ッテリーを充電できるようにしたバッテリー部（図示省略）を含み、２２０Ｖ常用電源や
ノート・パンコンやコンピューターにＵＳＢを連結して充電することができる。またバッ
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テリー部（図示省略）は、携帯電話用バッテリーで、最も経済的で效率的な２次電池であ
る３．７Ｖリチウムイオンバッテリーを使って携帯電話バッテリーの充電器でもバッテリ
ーの充電を可能にする。
【００４９】
　キー入力部１２０は生理痛緩和器の作動を制御する入力を設定する手段で、生理痛緩和
部２００の経皮刺激電極パッド部２２０を駆動するか否かを設定する経皮刺激電極パッド
のオン／オフ（ＯＮ／ＯＦＦ）スイッチ、面状発熱体部２５０を駆動するか否かを設定す
る面状発熱体のオン／オフ（ＯＮ／ＯＦＦ）スイッチを含み、経皮刺激電極パッド部２２
０の刺激強度を設定する刺激強度設定モード部（図示省略）と、面状発熱体部２５０の温
度を設定する温度設定モード部（図示省略）とを備え、経皮刺激電極パッド部２２０と面
状発熱体部２５０の作動時間を設定する作動時間設定モード部（図示省略）を含む。
【００５０】
　演算処理部１３０はキー入力部１２０の出力信号を受信してメモリー部に保存し、キー
入力部１２０の出力信号、即ち、面状発熱体のオン／オフ信号、温度強度設定信号によっ
て面状発熱体部２５０を制御する面状発熱体制御信号を生成し、キー入力部１２０の出力
信号、即ち、経皮刺激電極パッドのオン／オフ信号、刺激強度設定信号によって経皮刺激
電極パッド部２２０を制御する経皮刺激電極制御信号を生成する。また、演算処理部１３
０は温度検出部２９０から面状発熱体部２５０で検出された温度信号をＡ／Ｄ変換部１８
０を通じて受信し、受信された面状発熱体部２５０の温度信号がキー入力部１２０から面
状発熱体部２５０の温度設定値より高い場合面状発熱体部２５０の作動を停止させて、面
状発熱体部２５０の過熱による低温やけどを防止する。
【００５１】
　Ｄ／Ａ変換部１４０は演算処理部１３０の出力信号をアナログ信号に変換する。
【００５２】
　駆動部１５０は演算処理部１３０からＤ／Ａ変換部１４０を通じて面状発熱体制御信号
、経皮刺激電極制御信号を受信して経皮刺激電極パッド部２２０、面状発熱体部２５０を
駆動させる。駆動部１５０は経皮刺激電極パッド駆動部１６０、面状発熱体駆動部１７０
を備える。図４では駆動部１５０は生理痛緩和器本体部１００に含まれるが、場合によっ
て、生理痛緩和器本体部１００ではない生理痛緩和部２００に含まれることができる。
【００５３】
　経皮刺激電極パッド駆動部１６０は腹部に装着されて低周波刺激を提供するパッドで、
演算処理部１３０からＤ／Ａ変換部１４０を通じて経皮刺激電極制御信号を受信して、こ
れによって経皮刺激電極パッド部２２０を駆動させる。経皮刺激電極パッド駆動部１６０
で生成される駆動信号は周波数１００～１２０Ｈｚ、双極性矩形波、パルス幅１００～１
２０ｕｓｅｃを使用することができる。
【００５４】
　面状発熱体駆動部１７０は腹部に装着されて温熱を提供する手段で、演算処理部１３０
からＤ／Ａ変換部１４０を通じて面状発熱体制御信号を受信して、これによって面状発熱
体部２５０を駆動させる。
【００５５】
　Ａ／Ｄ変換部１８０は面状発熱体部２５０の温度を検出した温度検出部２９０から面状
発熱体の温度信号を受信してデジタル信号に変換する。
【００５６】
　表示部１９０は演算処理部１３０の出力信号を表示する手段で、プリンター、ディスプ
レーなどを含む。即ち、表示部１９０は演算処理部１３０から受信された設定信号及び温
度検出部２９０で検出された温度信号などを受信して、ディスプレーのＬＣＤ窓、または
プリンターなどの表示手段を通じて表示する。面状発熱体部２５０が設定温度値より高い
場合、ランプなどを点滅させたり、振動部（図示省略）を通じて振動を与えて面状発熱体
部２５０が設定温度値より高いことが分かるようになる。
【００５７】
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　生理痛緩和部２００は肌に直接接触して生理痛緩和器本体部１００から駆動信号によっ
て駆動される手段で、経皮刺激電極パッド部２２０、面状発熱体部２５０、温度検出部２
９０を含む。
【００５８】
　経皮刺激電極パッド部２２０は経皮刺激電極パッド駆動部１６０の駆動信号によって駆
動される手段で、使用者の腹部または背部と接触して駆動信号によって経皮神経電気刺激
（ＴＥＮＳ）を提供する。
【００５９】
　経皮刺激電極パッド部２２０は、腹部において、恥骨（上部）部位の左右の前外側部（
または諸下方に左右の疼痛部位の前外側部）と上前腸骨棘（上部）の左右をカバーするよ
うに腹部に装着されることができる。
【００６０】
　経皮刺激電極パッド部２２０は、背部において、大腿部の内側に位置した脊髓部位Ｌ３
と会陰部に位置した脊髓部位Ｓ２レベルの両側方脊柱部分を含む背部領域の左右をカバー
するように背部に装着されることができる。
【００６１】
　経皮刺激電極パッド部２２０の数は任意に変更が可能で、経皮刺激電極パッド部２２０
の刺激位置も使用者が任意に変更が可能である。
【００６２】
　面状発熱体部２５０は面状発熱体駆動部１７０によって駆動される手段で、使用者の腹
部と接触して駆動信号によって温熱刺激を提供する。面状発熱体部２５０が腹部に温熱刺
激を提供する場合、関元穴と石門穴を含む腹部部位に温熱刺激を提供することができ、面
状発熱体部２５０は関元穴と石門穴を刺激することができる十分な大きさを有する。面状
発熱体部２５０の刺激位置は使用者が任意に変更が可能である。
【００６３】
　温度検出部２９０は温度センサーを面状発熱体部２５０の上に装着して上記温度センサ
ーから面状発熱体部２５０の温度を検出する手段である。
【００６４】
　図３は生理痛によって恥骨上部領域に放散する疼痛を緩和するための経皮神経電気刺激
の電極位置の一例を説明するための説明図である。
【００６５】
　恥骨上部領域の疼痛を軽減させるため、経皮刺激電極パッド部２２０は恥骨（上部）部
位の左右の前外側部（または諸下方に左右の疼痛部位の前外側部）と上前腸骨棘（上部）
の左右をカバーするように腹部に装着されることができる。
【００６６】
　図４は生理痛によって背部領域に放散する疼痛を緩和するための経皮神経電気刺激の電
極位置を説明するための説明図である。
【００６７】
　背部の疼痛を軽減させるため、経皮刺激電極パッド部２２０は大腿部の内側に位置した
脊髓部位Ｌ３と会陰部に位置した脊髓部位Ｓ２レベルの両側方脊柱部分をカバーするよう
に腹部に装着されることができる。
【００６８】
　図５は本発明の好ましい一実施形態による携帯用生理痛緩和器の生理痛緩和部を説明す
るための生理痛緩和部２００の分解斜視図で、図６は図５の携帯用生理痛緩和器の生理痛
緩和部の使用状態の説明図として、生理痛緩和部２００は接着パッド部２１０、経皮刺激
電極パッド部２２０、回路ハウジング上部カバー部２３０、回路基板部２４０、回路ハウ
ジング下部カバー部２７０、ハーネス部２８０を含む。
【００６９】
　接着パッド部２１０は導電性ゲルからなるパッチ型パッドで、肌と直接接触して、肌と
経皮刺激電極パッド部２２０を導電させて経皮神経電気刺激（ＴＥＮＳ）を容易にし、肌
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への電極の固定を補助する。即ち、接着パッド部２１０は肌と経皮刺激電極パッド部２２
０との間に位置されて、一般に、電極の装着の時、電極と肌との間に電解質が位置される
ように、電解質を塗る過程を省略することができ、着脱が可能で電極を固定するのに役に
立ち、交換が容易である。接着パッド部２１０は接着性を有する交換型ヒドロゲルで形成
することができる。接着パッド部２１０の数と位置は経皮刺激電極パッド部２２０の数と
位置によって任意に変更が可能である。
【００７０】
　経皮刺激電極パッド部２２０は接着パッド部２１０の下端に位置されて、接着パッド部
２１０と接触して接着パッド部２１０より大きさの小さい可撓性電極パッドで、体の曲面
によく接触されるようにし、動きの影響を減少するために薄板または膜状に製作された電
極である。経皮刺激電極パッド部２２０は柔軟な材質の伝導性ゴムを用いてもよい。経皮
刺激電極パッド部２２０は炭素電極を用いることができる。
【００７１】
　経皮刺激電極パッド部２２０は、腹部において、恥骨（上部）部位の左右の前外側部と
左右の上前腸骨棘（上部）を刺激することができる十分な大きさを有し、また、経皮刺激
電極パッド部２２０が背部領域で大腿部の内側に位置した脊髓部位Ｌ３と会陰部に位置し
た脊髓部位Ｓ２レベルの両側方脊柱部分を刺激することができる十分な大きさを有する。
【００７２】
　回路ハウジング上部カバー部２３０は回路基板部２４０のハウジングの上部カバーで、
その上面に接着パッド部２１０と経皮刺激電極パッド部２２０が装着されるように形成さ
れ、シリコーン材質で形成されて、自由に曲げることができる。回路ハウジング上部カバ
ー部２３０は経皮刺激電極パッド装着部２３２、接着パッド装着部２３４、面状発熱体接
触部２３６を含む。
【００７３】
　経皮刺激電極パッド装着部２３２は経皮刺激電極パッド部２２０が装着される部分で、
経皮刺激電極パッド部２２０が挿入できる孔に形成され、経皮刺激電極パッド部２２０が
適合するように挿入されて内装するように形成される。経皮刺激電極パッド装着部２３２
は経皮刺激電極パッド部２２０の形状と数によって任意に形状と数が変更が可能である。
経皮刺激電極パッド部２２０は複数用いられることができ、従って、経皮刺激電極パッド
装着部２３２は回路ハウジング上部カバー部２３０上に複数備えられることができる。
【００７４】
　接着パッド装着部２３４は接着パッド部２１０が装着される部分で、即ち、回路ハウジ
ング上部カバー部２３０上に接着パッド部２１０が接着されることができる接着面である
。即ち、回路ハウジング上部カバー部２３０に経皮刺激電極パッド部２２０が装着され、
その上に接着パッド部２１０が装着されるように、接着パッド装着部２３４は経皮刺激電
極パッド装着部２３２を含む。回路ハウジング上部カバー部２３０の表面（即ち、上面）
と接着パッド部２１０が接触する。
【００７５】
　接着パッド装着部２３４の枠は段差を備える。これは接着パッド部２１０が接着パッド
装着部２３４に接着された後接着パッド装着部２３４の枠の段差によって、接着パッド部
２１０を接着パッド装着部２３４に安定的に固定させることが可能であり、肌と接触の時
接着パッド部２１０が推されることを防止する。接着パッド装着部２３４は接着パッド部
の形状と数によって任意に形状と数が変更可能である。接着パッド装着部２３４の数は経
皮刺激電極パッド装着部２３２の数と同じである。
【００７６】
　面状発熱体接触部２３６は使用者の肌と接触し、下端に面状発熱体部２５０と接触して
、面状発熱体部２５０で提供する温熱刺激を肌に伝達する手段である。即ち、回路ハウジ
ング上部カバー部２３０の下端に面状発熱体部２５０が備えられ、面状発熱体部２５０の
上端部の回路ハウジング上部カバー部２３０上に面状発熱体接触部２３６を備えて、面状
発熱体部２５０からの温熱を肌に伝達する。面状発熱体接触部２３６は面状発熱体部２５



(11) JP 5497769 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

０の形状と大きさによって任意に形状と大きさを変更可能である。面状発熱体接触部２３
６は熱伝導性のある材質で形成されることができる。
【００７７】
　回路基板部２４０は回路ハウジング上部カバー部２３０と回路ハウジング下部カバー部
２７０との間に挟持されて装着される。即ち、回路基板部２４０は回路ハウジング上部カ
バー部２３０の下端に位置され、回路ハウジング上部カバー部２３０より小さく形成され
、経皮刺激電極パッド部２２０と面状発熱体部２５０を駆動する手段として、面状発熱体
部２５０、経皮電極回路部２６０、ハーネス結合部２６５を含む。
【００７８】
　面状発熱体部２５０は回路基板部２４０の中央部分に位置され、肌と接触の時、関元穴
と石門穴を含む腹部部位に温熱刺激を提供可能で、面状発熱体部２５０は関元穴と石門穴
を刺激することができる十分な大きさを有する。面状発熱体部２５０の刺激位置は使用者
が任意に変更が可能である。面状発熱体部２５０はフィルム状に形成してもよく、伸縮性
のある薄壁材質を使用してもよい。
【００７９】
　経皮電極回路部２６０は経皮刺激電極パッド部２２０を駆動させる回路で、経皮刺激電
極パッド部２２０の下端面と接触して経皮刺激電極パッド部２２０が導電されて経皮神経
電気刺激（ＴＥＮＳ）を提供することができるように形成される。経皮電極回路部２６０
は回路基板部２４０の上に導電性インクで印刷された部分で、経皮刺激電極パッド部２２
０の下端面と接触して経皮刺激電極パッド部２２０が導電されて経皮神経電気刺激（ＴＥ
ＮＳ）を提供することができる手段である。経皮電極回路部２６０は経皮刺激電極パッド
部２２０の位置、大きさ及び数によって経皮電極回路部２６０の位置、大きさ及び数が任
意に変更可能である。
【００８０】
　ハーネス結合部２６５は回路基板部２４０で、外部側へ突出された形状をしており、ハ
ーネス部２８０と結合するための手段で、ハーネス部２８０で経皮刺激電極パッド部２２
０及び面状発熱体部２５０の信号線が連結されて、ハーネス部２８０を通じて生理痛緩和
器本体１００と連結される。
【００８１】
　回路ハウジング下部カバー部２７０は回路基板部２４０の下端に位置され、回路基板部
２４０の大きさより大きく、回路ハウジング上部カバー部２３０とは大きさが同一であり
、シリコーン材質で形成されて、自由に曲げることができる。
【００８２】
　ハーネス部２８０は生理痛緩和部２００にケーブルを連結する役割を果たす手段で、回
路ハウジング上部カバー部２３０、回路基板部２４０、回路ハウジング下部カバー部２７
０が結合した後、回路基板部２４０のハーネス結合部２６５の部分位置にハーネス部２８
０が結合されることができる。ハーネス部２８０は回路ハウジング上部カバー部２３０の
一部と結合可能な第１ハーネス部２８２と回路ハウジング下部カバー部２７０の一部と結
合可能な第２ハーネス部２８４、ケーブルが連結される通路であるケーブル連結部２８６
を含む。
【００８３】
　図５において、面状発熱体部２５０が中央部分に位置され、その左右両側に経皮刺激電
極パッド部２２０に位置されるように構成されているが、面状発熱体部２５０及び経皮刺
激電極パッド部２２０の位置及び数量はこれで限定するためのものではないことを明確に
する。
【００８４】
　図７は本発明の好ましい一実施形態による生理痛緩和部が装着される前の腹帯部の後面
図で、図８は図７の腹帯部の後面に生理痛緩和部が装着されたことを説明するための説明
図である。
【００８５】
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　腹帯部３００は腹部を囲み、腹部を包む手段で、携帯用生理痛緩和器の生理痛緩和部２
００をより安定的に固定させる手段である。通常、日常生活では生理痛緩和部２００を肌
に接触するだけで固定が可能であるが、体の活動性が多い場合、より安定的に生理痛緩和
部２００を固定させる役割を腹帯部３００がする。腹帯部３００は生理痛緩和部装着部３
１０を含む。
【００８６】
　生理痛緩和部装着部３１０は腹帯部３００の後面の任意の位置に生理痛緩和部２００を
装着できる手段で、第１生理痛緩和部装着部３１２、第２生理痛緩和部装着部３１５を含
む。
【００８７】
　第１生理痛緩和部装着部３１２は腹帯部３００の後面の任意の位置に生理痛緩和部２０
０の左右両側端が挿入できるポケットを備えることができ、生理痛緩和部２００の左右両
側端が挿入されて充分に固定されることができる程度の幅であると同時に、接着パッド部
２１０が位置された箇所とは重ならない。
【００８８】
　第２生理痛緩和部装着部３１５は生理痛緩和部２００の面状発熱体部２５０がある位置
にハーネス部２８０を含む生理痛緩和部２００の中間部分が挿入される掛け金型手段で、
腹帯部３００を着用する時を基準に下、上方向は塞がれ、左右は開いている形状である。
第２生理痛緩和部装着部３１５の大きさは任意に変更が可能であるが、接着パッド部２１
０が位置された箇所とは重ならない。
【００８９】
　生理痛緩和器本体部１００の場合、腹帯部３００の一側や使用者の所望の位置にこれを
固定したり、入れて使用することができる。
【００９０】
　本発明は以上で説明され、図面に例示されたものによって限定されるものではなく、当
業者であれば、特許請求の範囲の記載内でさらに多様な変形及び変更例が可能であること
は当然である。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　本発明は経皮神経電気刺激（Transcutaneous electrical nerve stimulation＝ＴＥＮ
Ｓ）及び温熱刺激による携帯用生理痛緩和器に関し、本発明の携帯用生理痛緩和器は着用
が容易で且つ携帯が可能で、いつ、どこでも使用が可能である。従って、生理痛に苦しん
でいる女性の生活の質を向上させ、女性の社会生活を支援できる福祉増大に寄与する。
【符号の説明】
【００９２】
生理痛緩和器本体部・・・１００
電源部・・・１１０
キー入力部・・・１２０
演算処理部・・・１３０
Ｄ／Ａ変換部・・・１４０
経皮刺激電極パッド駆動部・・・１６０
面状発熱体駆動部・・・１７０
Ａ／Ｄ変換部・・・１８０
表示部・・・１９０
生理痛緩和部・・・２００
接着パッド部・・・２１０
経皮刺激電極パッド部・・・２２０
回路ハウジング上部カバー部・・・２３０
経皮刺激電極パッド装着部・・・２３２
接着パッド装着部・・・２３４
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面状発熱体接触部・・・２３６
回路基板部・・・２４０
面状発熱体部・・・２５０
経皮電極回路部・・・２６０
ハーネス結合部・・・２６５
回路ハウジング下部カバー部・・・２７０
温度検出部・・・２９０
腹帯部・・・３００
脊髓部位・・・Ｌ３
脊髓部位・・・Ｓ２

【図１】

【図２】

【図３】
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